
 

 

１ 適正表示対策の拡充について 

 

（１）「不当景品類及び不当表示防止法」の改正により、都道府県知事に委任された

事業者に対する法第２９条第１項の報告の徴収及び立入検査等の権限については、

法第７条第１項に規定する「措置命令を行うために必要があると認めるとき」だ

けでなく、「都道府県知事が必要あると認めるとき」にも行使できるようにする

など、調査権限の拡充を図ること。 

 

（２）「不当景品類及び不当表示防止法」第５条第１号に定める優良誤認表示では、

平成２６年３月に食材の表示について「ガイドライン」が示されたところである

が、具体的事例も限られており、基準等が明確になったとは言い難いものである。

全国的に統一した対応が必要であることから、優良誤認を招く食材の不適切表示

等については、今後も随時具体的事例を増やす等、「ガイドライン」を充実する

こと。 

 

（３）健康食品における虚偽・誇大広告に対し、迅速かつ実効的な法執行を行うため、

都道府県の執行実態を把握した上で、健康増進法においても、「不当景品類及び

不当表示防止法」に規定されるような「不実証広告規制」の導入を検討すること。 

 

２ 消費生活相談体制の充実・強化について 

 

消費生活センターの運営や都道府県及び市区町村の人員確保等、消費生活相談

体制の充実に係る事務や事業に要する経費を支援する地方消費者行政強化交付金

のうち地方消費者行政推進事業については、活用期間までの所要額の総額を確保

すること。 

また、地方消費者行政強化事業については、補助率の嵩上げや使途の拡充など

制度の改善を図ること。 

併せて、地方消費者行政を安定的に推進できるような観点から、長期的な支援

を行うこと。 


